
 
 
 
 
 

業務マニュアルの作成状況について、市区町村独自の業務マニュアル（虐待対応マニュア

ルを含む）を作成しているのは、市部の人口規模３０万人以上の所では５８．５％、１０万

人以上３０万人未満では３６．２％、１０万人未満では２２．８％、町では９．７％、村で

は８．８％、指定都市・児相設置市では８４．２％となっている。 
 
 

（上段：該当区分での割合　　　下段：市区町村数）

 人口３０万人
以上市区

 人口１０万人
～３０万人未
満市区

 人口１０万人
未満市区

町 村
政令指定都
市・児童相
談所設置市

58.5%          36.2%          22.8%          9.7%            8.8%            84.2%          18.8%             

38            72            120           78            17            16            341               

41.5%          63.8%          77.2%          90.3%          91.2%          15.8%          81.2%             

27            127           407           730           176           3              1,470             

100.0%        100.0%        100.0%        100.0%        100.0%        100.0%        100.0%           

65              199            527            808            193            19              1,811             
合計

規　模　区　分

①有り

②無し

合計

業務マニュアル作成状況
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５．業務マニュアル作成状況について 
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